
　　●住居表示制度とは・・・

そこで・・・

（熊本市では昭和40年から事業を進めています）

例えば

○○○町○○○番地 ○○○丁目○○番○○号　へ

道路・鉄道・河川・水路などを境界として定めます。

各街区ごとに「番」・・・街区符号
各建物ごとに「号」・・・住居番号
※ひとつの町の区域を更に道路や水路などで区切った区画を街区といいます。

基礎番号

　　●住居表示を実施すれば・・・
・訪問される方が目的の建物や場所を容易に探すことが出来ます。
・郵便物や宅配物の誤配、遅配が少なくなります
・救急、消防、警察など緊急時により早く現場へ急行できます。

※住居表示を実施しても、小学校区や自治会町内などは変わりません。
※郵便番号が変更になる場合があります。

住居表示が実施されていない地域の住所は土地の番号をもとにしており、番号が順序どおりで
なかったり、桁数が多いなど、目的の住居や事業所の場所を探すのが困難です。

地域の皆さんと協議しながら歴史上由緒あるもの、かつ親しみやすい
名称を用いて定めます。

「住居表示に関する法律（昭和37年施行）」に基づいて町の区域（町界）と町の名称
（町名）を整備するとともに、住居や事業所の所在地（住所）を順序よく整理し、場所
を分かりやすくします。

となります。

住居表示（住所）は

『 城見三丁目 ６番 ２号 』

を順序よくつけます。

　　熊本城に近い所を基点とし、右回り
　　を原則として順序よく住居番号を
　　つけます。
　　上の図でいうと、基礎番号２の所から
　　出入りする建物の住居番号は２号と
　　なります。

熊本城に近い街区を基点とし、順序よく
街区符号をつけます。
上の図でいうと、⑥は６番の街区となり
ます。
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　●住所と本籍と土地について

住居表示の実施によって、住所は

となります。これに伴い、本籍や土地の表わし方については、町名だけが変更されます。

　●住居表示実施後のおもな手続きについて
手続き先 手続きの期間

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

勤務先 すみやかに

各共済組合 すみやかに

免許センター 更新時で可

陸運局ほか 必要に応じて

金融機関
保険会社

約定による

法務局 必要に応じて

法務局
本店2週間以内
支店3週間以内

関係官庁 各法令による

各区役所・
総合出張所

すみやかに

・各変更手続きに必要な住居表示証明書は、各区役所、総合出張所で無料で発行します。

・登記に伴う登録免許税は、通知書または証明書を添付すると免除されます。

　◎調査にご協力を

　◎表示板の取り付けにご協力を

実施の際は、住所を表示するため、建物の見えやすい位置に小型町名板と住居番号板を取り付け

ます。また、各街区の角に、町名と街区符号を表わす街区表示板を取り付けます。

　　街区表示板

年 金 加 入 者
※ 国 民 年 金

不要 ●本市で変更します。

年 金 加 入 者
※厚生年金・共済年金

要 ●通知書又は証明書を添えて勤務先に申し出てください。

●年金事務所で一括変更をしますので、手続きは不要です。

●本籍は、筆頭者へ変更の通知があるまで現在のままご使用
　下さい。変更の際は、戸籍の筆頭者に通知があります。

国 民 健 康 保 険 不要
●国民健康保険証は、更新時に新しい住所で記載します。
　それまでは旧住所のまま使用できます。

児 童 扶 養 手 当 不要 ●証書は旧住所のままで差支えありません。

項　　目

預 貯 金 ・ 保 険 類

手続きの要・不要 備　　　考

不要

要

本人または事業主

〃

●本市で変更します。

年 金 受 給 者
※ 共 済 年 金 ● ● ●

　　小型町名板 　　住居番号板

・住所変更に伴う印刷物、ゴム印などの諸経費につきましては、恐れ入りますが、自己負担となります
　ので、ご理解をお願いいたします。

実施が決定し、新しい町界町名が決まりましたら、市が委託した調査員が、建物の出入り口の
位置、事業所の正式名称などの調査にお伺いしますので、ご協力をお願いいたします。
なお、この調査の結果は、住居表示を実施するための基礎資料としてのみ利用し、
他の目的には利用しません。

〃 ●会社・法人の所在地及び役員の住所変更商 業 ・ 法 人 登 記 簿

●古物営業、風俗営業、質屋営業など

 ◇ マイナンバーカードを所持されている方が対象
　同一世帯の方が代理で手続きする際は、代理人の本人確認
　書類、本人のマイナンバーカードとその暗証番号（４桁）
　が必要になりますので、あらかじめご準備ください。

本人　または
同一世帯の方

住民票‣印鑑登録証明書

自 動 車 運 転 免 許 証

要 ●共済年金受給の方は、各共済組合にお問合せ下さい。

自 動 車 検 査 証

●住所の変更には、通知書、証明書又は本人宛の郵便物など
　の新住所が確認できるものをご持参ください。(コビー不
可）
●本籍の変更は、変更通知が届いた後の更新時に変更してくだ
　さい。

年 金 受 給 者
※ 国 民 年 金 ・ 厚 生 年 金

不要

本 籍 不要

マイナンバーカード

不 動 産 登 記 簿

各 種 許 認 可 〃

●所有者・使用者の住所変更
　（車検・売却・廃車時など）

●名義人の住所変更

●登記名義人の住所変更（相続・売買時など）〃

【旧住所】 【新住所】

熊本市 中央区 城見町 1500番地 熊本市 中央区 城見三丁目 ６番 ２号
旧町名 番地 新町名 街区符号 住居番号

【本籍】

熊本市 中央区 城見町 1500番地 熊本市 中央区 城見三丁目 1500番地
旧町名 新町名

【土地】

熊本市 中央区 城見町 1500番 熊本市 中央区 城見三丁目 1500番
旧町名 新町名

住居表示証明書は無料です

みなさんへのお願い！

お問い合わせ先

熊本市役所 地域政策課 住居表示班

ＴＥＬ096-328-2031
城見三丁目 ６－２


